令和８年２月13日

各関係機関各位

印刷機貸出サービスの一部変更について（通知）


平素より格別のご支援を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、当法人では財政状況の変動に伴い、令和8年4月より一部の印刷機貸出サービスについて提供を終了させていただくこととなりました。
私たちの活動をより良いものにするため、やむを得ない措置となりますことを何卒ご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
ご不明な点やご質問等ございましたら、事務局までお気軽にお問い合わせください。引き続き、地域の皆さまのお役に立てるよう努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

《令和8年4月より》
大きな変更点：当会では用紙の販売は行わない。原則使用者が持参のみ「可」とします。
〇当会が認める団体
	団体名
	料金

	・ささえあい活動に取り組む地域
・地区協議会
・荒尾市社協が事務局を担う関係機関
・荒尾市社協ボランティアセンターに登録する
個人及び団体ボランティア
・民生委員
・福祉委員
・荒尾市ボランティア連絡協議会加入団体
・地域福祉プラットフォーム参加団体
	・印刷機マスター代　無料
・印刷代　無料
・用紙代は１枚１円（廃止）
※A4・A3共に1枚1円（廃止）




【注意事項】
１．カラープリントについては印刷許可しません
２．当会が認める団体へは印刷許可証を発券します
〇上記以外の任意団体
　上記以外からの印刷機の貸出は致しません【連絡先】
社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会
会長　丸山　秀人

以上
